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（趣旨）
第1条 あおもりGX住宅ビルダーズ公表制度要綱（以下「要綱」という。）第４条の規定に基き、要綱第２条に規定するあおもりGX住宅の適合について、必要な事項を定める。

（定義）
第２条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（1） 建築主 青森県内において住宅を新築または改修しようとする者をいう。
（2） 一次エネルギー消費量計算結果　国立研究開発法人 建築研究所「WEBプログラム」（以下「WEBプロ」という。）によるものをいう。
（3） 外皮計算書　WEBプロまたは同等のツールにより、Ua値（外皮平均熱貫流率）及びηAC値（平均日射熱取得率）について確認できるものをいう。

（あおもりGX住宅適合確認の申請）
第３条 建築主は、あおもりGX住宅の基準を満たした住宅の完成を目的とした確認を、県に申請する場合は、あおもりGX住宅適合確認申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に、それぞれ次の各号に定める図書（以下「添付書類」という。）を添えて、青森県電子申請システムにより、県に提出しなければならない。
（１）設計図書（平面、立面、面積表及び仕様書など、あおもりGX住宅の基準に適合していることが確認できるもの）
（２）一次エネルギー消費量計算結果
（３）外皮計算書
（４）カタログ等性能が確認できる書類の写し

（適合証の交付）
第４条 県は、前条の規定により申請された内容があおもりGX住宅に適合すると認めるときは、あおもりGX住宅適合証（様式第２号）（以下「適合証」という。）を建築主に交付する。

（完了実績報告）
第５条 建築主は、第４条による適合証の交付を受けた当該工事が完了したときは、あおもりGX住宅完了実績報告書（様式第３号）に、それぞれ次の各号に定める図書を添えて、青森県電子申請システムにより、県に提出しなければならない。
（１）気密性能試験結果報告書（様式第４号）
（２）気密性能試験状況写真

（申請の取り下げ）
第６条 第３条の規定による申請を取り下げようとする場合は、あおもりGX住宅適合申請取り下げ届（様式第５号）を青森県電子申請システムにより、県に提出しなければならない。
２ 前項の場合において取り下げ届以前に申請のあった各申請書及び添付書類等の返却は行わないものとする。

（その他）
第７条 この要領に定めるもののほか、要領の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則
この要領は、令和８年４月９日から施行する。
　
